
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する｡ 

 

 

令和２年３月３０日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行  

 

 

黒石市教育委員会規則第３号 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１学校教育課の部総務係の項第５号中「及び管理」を「、改廃及び保管」に

改め、同項第１０号中「市立学校図書館図書購入基金」を「市立学校図書館整備基金」

に改め、同表文化スポーツ課の部文化財係の項中第１０号を第１１号とし、第５号か

ら第９号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

 （5）金平成園（澤成園）に関すること。 

    

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第１学校教育課の部総務

係の項第５号及び第１０号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 


